
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
提
出

質

問

第

八

四

号

検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動
費
の
裏
金
流
用
疑
惑
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
再
質
問
主
意

書

提

出

者

鈴

木

宗

男

84



検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動
費
の
裏
金
流
用
疑
惑
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
再
質
問
主
意

書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
九
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
一
に
つ
い
て
」
、
「
二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
」
、
「
五
に
つ
い
て
」
、
「
六
に
つ
い

て
」
、
「
七
及
び
八
に
つ
い
て
」
と
、
五
項
目
に
渡
る
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
答
弁
を
作
成
し
、
起
案
し
た
者
は
誰

か
、
そ
の
官
職
氏
名
を
そ
れ
ぞ
れ
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
の
内
容
は
、
全
て
前
政
権
に
よ
る
答
弁
と
変
わ
ら
な
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
前
回
質
問
主
意
書
に
お

け
る
質
問
に
、
千
葉
景
子
法
務
大
臣
は
直
接
目
を
通
し
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
た
か
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
の
答
弁
の
作
成
に
当
た
り
、
千
葉
大
臣
は
ど
の
様
な
関
与
を
し
た
か
。
そ
の
作
成
を
事
務
方
に
の
み
任

せ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。

四

二
〇
〇
八
年
四
月
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
三
三
号
。
以
下
、
「
政
府
答
弁
書
」

と
い
う
。
）
で
「
検
察
庁
の
調
査
活
動
費
は
、
検
察
庁
に
お
け
る
事
件
の
調
査
、
情
報
の
収
集
等
の
調
査
活
動
の
た
め
の
経

費
で
あ
る
。
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
、
検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動
費
に
関
し
、
二
〇
〇
八
年
三
月
二
十
日
付
と
同
月
二
十

一



一
日
付
の
朝
日
新
聞
の
「
内
部
告
発
」
と
い
う
記
事
に
、
元
大
阪
高
検
公
安
部
長
の
三
井
環
氏
が
実
名
で
検
察
庁
に
お
け
る

調
査
活
動
費
の
裏
金
流
用
を
告
発
し
た
経
緯
に
つ
い
て
書
か
れ
た
記
事
（
以
下
、
「
朝
日
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
中
に
、
検
察
庁
組
織
に
お
い
て
調
査
活
動
費
が
裏
金
に
さ
れ
、
幹
部
職
員
の
飲
食
費
と
し
て
使
わ
れ
る
等
、

流
用
さ
れ
た
事
実
が
あ
る
旨
書
か
れ
て
い
る
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
最
高
検
察
庁
、
高
等
検
察
庁
、
地
方
検
察
庁
、
区
検

察
庁
を
含
む
検
察
庁
組
織
全
体
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
偽
造
領
収
書
や
虚
偽
の
伝
票
等
に
よ
り
調
査
活
動
費
が
裏
金
に
さ

れ
、
幹
部
職
員
の
飲
食
費
と
し
て
使
わ
れ
る
等
、
流
用
さ
れ
た
事
例
は
あ
る
か
と
千
葉
大
臣
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答

弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
よ
う
な
事
例
は
承
知
し
て
い
な
い
。
」
と
、
前
政
権
に
よ
っ
て
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
政
府
答
弁

書
」
に
あ
る
「
御
指
摘
の
よ
う
な
事
例
は
承
知
し
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
と
、
全
く
同
じ
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答

弁
を
起
案
し
、
作
成
し
た
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

千
葉
大
臣
は
「
朝
日
記
事
」
を
承
知
し
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

六

「
朝
日
記
事
」
に
対
す
る
千
葉
大
臣
の
見
解
如
何
。

七

検
察
庁
組
織
に
お
け
る
調
査
活
動
費
の
裏
金
化
に
関
し
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
千
葉
大
臣
は
四
の
答
弁
を
し
て
い
る
が
、

「
朝
日
記
事
」
に
あ
る
様
に
、
検
察
庁
組
織
に
お
け
る
調
査
活
動
費
に
つ
い
て
、
疑
問
を
呈
す
る
声
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で

二



あ
る
。
「
前
回
答
弁
書
」
で
千
葉
大
臣
は
、
「
検
察
庁
の
調
査
活
動
費
は
、
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘

の
よ
う
な
調
査
を
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
何
の
調
査
も
せ
ず
、
な
ぜ
適
正
に
執

行
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
か
。
千
葉
大
臣
が
、
検
察
庁
組
織
に
お
い
て
調
査
活
動
費
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
根
拠
は
何
か
、
明
確
に
説
明
さ
れ
た
い
。

八

三
井
氏
は
二
〇
〇
二
年
四
月
二
十
二
日
に
逮
捕
さ
れ
、
静
岡
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
た
が
、
本
年
一
月
十
八
日
、
刑
期

を
全
う
し
、
出
所
し
た
。
過
去
の
質
問
主
意
書
で
、
三
井
氏
が
逮
捕
さ
れ
た
の
は
、
検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動
費
の
裏
金

流
用
を
実
名
で
告
発
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
こ
と
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
前
政
権
に
よ
っ
て
閣
議

決
定
さ
れ
た
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
、
右
に
つ
い
て
「
御
指
摘
の
者
に
つ
い
て
は
、
検
察
当
局
に
お
い
て
、
法
と
証
拠
に
基

づ
き
逮
捕
し
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
『
関
係
』
は
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い

る
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
鳩
山
内
閣
、
特
に
千
葉
大
臣
と
し
て
も
、
前
政
権
と
同
様
の
認
識
を
有
し
て
い
る
か
と
問
う
た

と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
者
に
つ
い
て
は
、
検
察
当
局
に
お
い
て
、
法
と
証
拠
に
基
づ
き
逮
捕
し
た
も

の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
『
関
係
』
は
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
、
前
政
権
と
全
く
変
わ
ら
な
い
答
弁
が
な

さ
れ
て
い
る
。
千
葉
大
臣
が
右
の
様
に
、
検
察
当
局
に
よ
る
三
井
氏
の
逮
捕
が
、
法
と
証
拠
に
基
づ
い
た
正
当
な
も
の
で

三



あ
っ
た
と
す
る
根
拠
は
何
か
、
明
確
に
説
明
さ
れ
た
い
。

九

「
政
府
答
弁
書
」
に
よ
る
と
、
検
察
庁
の
調
査
活
動
費
の
予
算
額
は
、
一
九
九
八
年
度
は
五
億
五
千
二
百
六
十
万
円
、
二

〇
〇
八
年
度
は
七
千
五
百
十
一
万
八
千
円
と
、
十
年
の
間
に
約
八
分
の
一
ま
で
に
激
減
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
二
〇
〇
九
年
度
、
二
〇
一
〇
年
度
の
予
算
額
は
と
も
に
七
千
五
百
十
一
万
八
千
円
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
わ
ず
か
十
年
の
う
ち
に
約
八
分
の
一
ま
で
に
予
算
額
が
激
減

し
た
こ
と
は
、
過
去
に
お
い
て
無
駄
が
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
千
葉
大
臣
に

問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動
費
が
減
少
し
た
の
は
、
公
安
情
勢
が
大
き
く
変
化

し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
調
査
活
動
の
方
法
等
の
見
直
し
を
行
い
、
情
報
収
集
の
多
様
化
・
効
率
化
を
進
め
た
こ
と
な
ど
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
、
前
政
権
に
よ
る
答
弁
と
全
く
変
わ
ら
な
い
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
わ
ず
か
十
年
の
う

ち
に
約
八
分
の
一
程
度
ま
で
減
ら
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
ど
の
様
な
公
安
情
勢
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
、
千

葉
大
臣
の
明
確
な
説
明
を
求
め
る
。

十

九
の
答
弁
に
は
「
情
報
収
集
の
多
様
化
・
効
率
化
を
進
め
た
」
と
あ
る
が
、
わ
ず
か
十
年
の
う
ち
に
、
検
察
庁
に
お
け
る

調
査
活
動
費
の
予
算
額
を
約
八
分
の
一
程
度
ま
で
減
ら
す
こ
と
を
可
能
と
し
た
情
報
収
集
の
多
様
化
・
効
率
化
と
は
、
具
体

四



的
に
ど
の
様
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
千
葉
大
臣
の
説
明
を
求
め
る
。

十
一

九
の
答
弁
に
は
「
調
査
活
動
の
方
法
等
の
見
直
し
」
と
あ
る
が
、
右
の
見
直
し
の
結
果
、
検
察
庁
に
お
け
る
調
査
活
動

費
の
使
い
方
に
つ
き
、
過
去
何
ら
か
の
不
適
切
、
不
適
当
な
形
で
使
わ
れ
た
事
例
等
、
反
省
点
は
見
つ
か
っ
た
か
。
千
葉
大

臣
の
説
明
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

五


